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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　おむつの吸収容量の補強のためにおむつの内側に配置され、着用者が排泄した排泄液を
吸収する吸収性物品であって、
　透液性を有するシートにより形成され、外部から閉鎖された収容空間を有し、前記収容
空間を横断する少なくとも１つの折り畳み線にて折り畳まれた袋部材と、
　略粒状又は略粉状の形態を有し、前記袋部材の前記収容空間内に、前記収容空間内にお
いて自由に移動可能な状態で入れられた吸収ポリマーと、
　前記折り畳み線にて折り畳まれた前記袋部材の互いに対向する部分同士を接合し、前記
袋部材を折り畳まれた状態に保持する接合部と、
を備え、
　前記袋部材は、前記折り畳み線で折り畳まれる前の状態において略矩形の平面形状を有
し、
　前記折り畳み線は、前記略矩形のいずれかの辺と略平行にかつ略等間隔に複数設けられ
、
　前記袋部材は、隣り合う前記折り畳み線同士で折り畳みの向きが互いに逆向きになるよ
うに折り畳まれていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　請求項１に記載の吸収性物品において、
　前記袋部材の前記シートは、
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　透液性を有する素材により形成され、対向配置された状態で周縁部が全周において互い
に接合された２枚の第１シートを備え、
　前記２枚の第１シートの互いに対向する内面は、前記周縁部を除いて互いに接合されて
いないことを特徴とする吸収性物品。
【請求項３】
　請求項１に記載の吸収性物品において、
　前記袋部材は、
　透液性を有する素材により形成され、二つ折り線にて二つ折りにされた状態で互いに対
向する周縁部が周方向の全体において互いに接合された第１シートを備え、
　二つ折りされた前記第１シートの互いに対向する内面は、前記周縁部を除いて互いに接
合されていないことを特徴とする吸収性物品。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の吸収性物品において、
　前記袋部材は、前記折り畳み線で折り畳まれた状態におけて一方向に沿って延びた略長
尺状の形状を有することを特徴とする吸収性物品。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の吸収性物品において、
　前記接合部は、前記折り畳み線にて折り畳まれた前記袋部材の前記折り畳み線方向の両
側の端部に設けられ、
　前記折り畳み線にて折り畳まれた前記袋部材の互いに対向する部分同士は、前記折り畳
み線方向の前記両側の端部を除いて接合されていないことを特徴とする吸収性物品。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の吸収性物品において、
　前記袋部材の前記シートは、
　前記袋部材の外側に配置された透液性の不織布からなる第１シートと、
　前記第１シートの内側に重ねて配置されたティッシュペーパーからなる第２シートと、
を備えることを特徴とする吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用者が排泄した排泄液を吸収する吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の吸収性物品として、袋状の部材に吸収ポリマー等を収容してなる吸収性物品があ
る。例えば特許文献１に記載の吸収性物品（積層体（１０））では、熱溶着等により接合
された表面シート（１１）と裏面シート（１２）の間に、吸収ポリマー等からなる吸収体
（１３）を挟み込んで構成されている（段落［００１３］、図２等参照）。また、この吸
収性物品では、一方向に連なった略帯状の形態を有し、その長さ方向の複数箇所に圧縮等
により切断部１４が設けられている。そして、試用時には吸収性物品が折り畳まれて袋収
容体（２０）内に収容された状態で、おむつに装着される。なお、他の先行技術としては
特許文献２に記載のものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－３５４６０９号公報
【特許文献２】特開２００３－７０８４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の特許文献１に記載の吸収性物品等では、表面シート（１１）と裏面シート（１２
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）とによって形成された収容空間内において吸収ポリマーの自由度及び膨潤時のスペース
的な余裕が乏しい。このため、排泄液の吸収時に吸収ポリマーの膨潤の妨げとなり、吸収
ポリマーの吸収性能（吸収容量）が損なわれるおそれがある。また、着用時には吸収性物
品を折り畳みながら袋収容体（２０）に挿入する等の煩雑な作業が必要であり、取り扱い
性が悪い。
【０００５】
　そこで、本発明の解決すべき課題は、着脱時の取り扱い性が良好で、排泄液の吸収によ
る吸収ポリマーの膨潤を阻害することなく、吸収ポリマーの吸収性能を十分に発揮させる
ことができる吸収性物品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、請求項１の発明では、おむつの吸収容量の補強のためにお
むつの内側に配置され、着用者が排泄した排泄液を吸収する吸収性物品であって、透液性
を有するシートにより形成され、外部から閉鎖された収容空間を有し、前記収容空間を横
断する少なくとも１つの折り畳み線にて折り畳まれた袋部材と、略粒状又は略粉状の形態
を有し、前記袋部材の前記収容空間内に、前記収容空間内において自由に移動可能な状態
で入れられた吸収ポリマーと、前記折り畳み線にて折り畳まれた前記袋部材の互いに対向
する部分同士を接合し、前記袋部材を折り畳まれた状態に保持する接合部とを備え、前記
袋部材は、前記折り畳み線で折り畳まれる前の状態において略矩形の平面形状を有し、前
記折り畳み線は、前記略矩形のいずれかの辺と略平行にかつ略等間隔に複数設けられ、前
記袋部材は、隣り合う前記折り畳み線同士で折り畳みの向きが互いに逆向きになるように
折り畳まれている。
【０００７】
　また、請求項２の発明では、請求項１の発明に係る吸収性物品において、前記袋部材の
前記シートは、透液性を有する素材により形成され、対向配置された状態で周縁部が全周
において互いに接合された２枚の第１シートを備え、前記２枚の第１シートの互いに対向
する内面は、前記周縁部を除いて互いに接合されていない。
【０００８】
　また、請求項３の発明では、請求項１の発明に係る吸収性物品において、前記袋部材は
、透液性を有する素材により形成され、二つ折り線にて二つ折りにされた状態で互いに対
向する周縁部が周方向の全体において互いに接合された第１シートを備え、二つ折りされ
た前記第１シートの互いに対向する内面は、前記周縁部を除いて互いに接合されていない
。
【０００９】
　また、請求項４の発明では、請求項１ないし請求項３のいずれかの発明に係る吸収性物
品において、前記袋部材は、前記折り畳み線で折り畳まれた状態におけて一方向に沿って
延びた略長尺状の形状を有する。
【００１０】
　また、請求項５の発明では、請求項１ないし請求項４のいずれかの発明に係る吸収性物
品において、前記接合部は、前記折り畳み線にて折り畳まれた前記袋部材の前記折り畳み
線方向の両側の端部に設けられ、前記折り畳み線にて折り畳まれた前記袋部材の互いに対
向する部分同士は、前記折り畳み線方向の前記両側の端部を除いて接合されていない。
【００１２】
　また、請求項６の発明では、請求項１ないし請求項５のいずれかの発明に係る吸収性物
品において、前記袋部材の前記シートは、前記袋部材の外側に配置された透液性の不織布
からなる第１シートと、前記第１シートの内側に重ねて配置されたティッシュペーパーか
らなる第２シートとを備える。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に記載の発明に係る吸収性物品によれば、透液性を有するシートにより形成さ
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れた袋部材の収容空間内に、略粒状又は略粉状の形態を有する吸収ポリマーが収容空間内
において自由に移動可能な状態で入れられている。このため、排泄液の吸収により吸収ポ
リマーが膨潤する際のスペース的な余裕を十分に確保することができ、その結果、吸収ポ
リマーの膨潤を阻害することなく、吸収ポリマーの吸収性能を十分に発揮させることがで
きる。特に、本発明では、吸収ポリマーが袋部材の収容空間内において折り畳み線を越え
て移動可能となっているため、吸収ポリマーの移動の自由度をさらに拡大できる。
【００１４】
　また、袋部材の収容空間内において吸収ポリマーが自由に移動できるため、吸収性物品
の装着時における形状変化の自由度も大きい。その結果、吸収性物品の配置場所等に応じ
て吸収性物品の形状を自由に変化させることができ、吸収性物品を種々の用途に使用でき
る。例えば、おむつの吸収容量の補強等のために、テープ型又はパンツ型のおむつの内側
に本発明に係る吸収性物品を任意の数だけ配置してもよい。この場合、本発明に係る吸収
性物品をおむつの内面と着用者の肌面（例えば、股下部又は排泄部位付近）との間に挟み
込んで吸収性物品を保持するようにしてもよいし、おむつの肌面側に本発明に係る吸収性
物品を保持するための保持構造を設けてもよい。
【００１５】
　また、本発明に係る吸収性物品は折り畳まれることによりコンパクトな構成となってい
る。このため、本発明に係る吸収性物品をおむつの内側に配置する場合等に、当該吸収性
物品の配置により着用者に圧迫感又は異物感等の違和感を与えることなく、おむつ等の吸
収容量を補強できる。また、身体が拘縮した着用者の場合、身体の萎縮等によりおむつと
身体との間に隙間が生じ、その隙間から尿等が漏れることがある。このような場合、おむ
つの内側に尿パット等を装着して隙間ができるのを防止するのが好ましいが、身体の拘縮
により尿パット等の装着が困難なことがある。このように身体の拘縮により尿パット等の
装着が困難な場合であっても、着用者におむつを装着させた状態でおむつと身体との間に
本発明に係る吸収性物品を挿入し、おむつと身体との間の隙間を塞ぐことができる。なお
、拘縮とは、寝たきり等により脚を動かさなくなったため、筋肉が萎縮し、間接可動域が
制限された状態のことをいう。
【００１６】
　また、吸収性物品の袋部材は、折り畳み線にて折り畳まれた状態で袋部材の互いに対向
する部分同士が接合部によって接合され、予め折り畳まれた状態に保持されている。この
ため、おむつ等への装着時に吸収性物品を折り畳む等の手間が必要ないとともに、折り畳
んだ状態を保持するために吸収性物品を他の袋体に収容する必要もなく、着脱時の取り扱
い性が良好である。
【００１７】
　請求項２に記載の発明によれば、袋部材が周縁部が接合された２枚の第１シートによっ
て構成され、その２枚の第１シートの互いに対向する内面が周縁部を除いて互いに接合さ
れていない。このため、袋部材の内側のほぼ全体を１つの連続した収容空間とすることが
でき、収容空間内における吸収ポリマーの移動の自由度及び膨潤時のスペース的な余裕を
をさらに拡大できる。これと共に、袋部材の袋構造を形成するための２枚の第１シートの
接合箇所を最小限に抑制することにより、第１シートの溶着部又は接着部による吸収性物
品の肌触りの低下を効果的に抑制できる。
【００１８】
　請求項３に記載の発明によれば、袋部材が、二つ折り線にて二つ折りにされた状態で互
いに対向する周縁部が周方向の全体において互いに接合された第１シートによって構成さ
れている。そして、二つ折りされた第１シートの互いに対向する内面は、周縁部を除いて
互いに接合されていない。このため、袋部材の内側のほぼ全体を１つの連続した収容空間
とすることができ、収容空間内における吸収ポリマーの移動の自由度及び膨潤時のスペー
ス的な余裕ををさらに拡大できる。これと共に、袋部材の袋構造を形成するための２枚の
第１シートの接合箇所を最小限に抑制することにより、第１シートの溶着部又は接着部に
よる吸収性物品の肌触りの低下を効果的に抑制できる。
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【００１９】
　また、二つ折りにされた１枚の第１シートを用いて袋部材の袋構造を形成するため、袋
部材を形成するための部材の数を削減でき、製造工程の簡略化が図れる。
【００２０】
　請求項４に記載の発明によれば、吸収性物品の袋部材が折り畳み線で折り畳まれた状態
におけて一方向に沿って延びた略長尺状の形状を有するため、本発明に係る吸収性物品を
、おむつの内側における着用者の股下部等に沿った領域に、着用者に違和感を与えること
なく、配置することができる。特に、身体が拘縮した着用者に対しては、着用者におむつ
を装着させた状態でおむつと着用者の肌面との間の隙間から、本発明に係る吸収性物品を
着用者の股下部等に容易に挿入できる。
【００２１】
　請求項５に記載の発明によれば、袋部材を折り畳み状態に保持するための接合部が、袋
部材における折り畳み線方向の両側の端部にのみ設けられる構成であるため、袋部材の折
り畳み線方向の中間部等において、排泄液の吸収による吸収ポリマーの膨潤に伴って、折
り畳まれた袋部材の部分の間の間隔が広がるようにして展開できるようになっている。こ
れにより、袋部材の折り畳みにより吸収ポリマーの膨潤が妨げられるのを回避できる。
【００２２】
　請求項１に記載の発明によれば、袋部材が隣り合う折り畳み線同士で折り畳みの向きが
互いに逆向きになるように折り畳まれている。このため、排泄液の吸収による吸収ポリマ
ーの膨潤に伴って生じる袋部材の折り畳み線方向の中間部等の展開を、より大きくかつス
ムーズに生じさせることができる。
【００２３】
　請求項６に記載の発明によれば、袋部材の前記シートが、袋部材の外側に配置された透
液性の不織布からなる第１シートと、第１シートの内側に重ねて配置されたティッシュペ
ーパーからなる第２シートとを備えて構成されている。不織布もティッシュペーパーもミ
クロに見ればその繊維間に多くの隙間が存在しているのであるが、通常の場合、不織布よ
りもティッシュペーパーの方が繊維間の隙間が小さい。一方、強度及び肌触りについては
、通常の場合、ティッシュペーパーよりも不織布の方が良好である。そこで、本発明では
、不織布からなる第１シートを袋部材の外側の面に配置することにより、袋部材の強度及
び肌触りを保持しながら、ティッシュペーパーからなる第２シートを袋部材の内側の面に
配置することにより、吸収ポリマーが袋部材のシートを通り抜けて外部に漏れるのを防止
している。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係る吸収性物品の斜視図である。
【図２】図１の吸収性物品のＡ－Ａ線に沿った断面の構成を示す図である。
【図３】図１の吸収性物品のＢ－Ｂ線に沿った断面の構成を示す図である。
【図４】図１の吸収性物品の袋部材の展開した状態を示す平面図である。
【図５】図４の袋部材のＣ－Ｃ線に沿った断面の構成を示す図である。
【図６】図４の袋部材の分解斜視図である。
【図７】図６に示す袋部材の構成の変形例を示す図である。
【図８】図１の吸収性物品の使用例を示し、吸収性物品がおむつの内側に配置された状態
を示す図である。
【図９】図１の吸収性物品をおむつの内側に配置する際の配置例を示す図である。
【図１０】図１の吸収性物品の他の使用例を示し、吸収性物品が略袋状の男性用尿吸収物
品内に挿入された状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１は本発明の一実施形態に係る吸収性物品の斜視図であり、図２は図１の吸収性物品
のＡ－Ａ線に沿った断面の構成を示す図であり、図３は図１の吸収性物品のＢ－Ｂ線に沿
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った断面の構成を示す図である。図４は図１の吸収性物品の袋部材の展開した状態を示す
平面図であり、図５は図４の袋部材のＣ－Ｃ線に沿った断面の構成を示す図であり、図６
は図４の袋部材の分解斜視図である。
【００２６】
　本実施形態に係る吸収性物品１は、図１ないし図５に示すように、折り畳まれた袋部材
１１と、袋部材１１内に収容された吸収ポリマー１２と、袋部材１１を折り畳まれた状態
に保持する接合部１３とを備えて構成され、着用者が排泄した尿、軟便中に含まれる水分
又は経血等の排泄液を吸収するために用いられる。なお、本実施形態では、吸収性物品１
は主に尿の吸収に用いられる。
【００２７】
　まず、吸収性物品１の全体的な構成を大略的に説明する。袋部材１１は、図１、図２及
び図４に示すように、透液性を有する後述する２枚の第１シート１５，１６及び２枚の第
２シート１７，１８により形成され、外部から閉鎖された収容空間１９を有し、収容空間
１９を横断する少なくとも１つの折り畳み線２０ａ～２０ｃにて折り畳まれている。吸収
ポリマー１２は、図２に示すように、略粒状又は略粉状の形態を有し、袋部材１１の収容
空間１９内に、収容空間１９内において自由に移動可能な状態で入れられている。接合部
１３は、図１及び図３に示すように、折り畳み線２０ａ～２０ｃにて折り畳まれた袋部材
１１の互いに対向する部分同士を接合し、袋部材を折り畳まれた状態に保持する。接合部
１３に用いる接合手段には、溶着（加熱溶着又は超音波溶着）、ホットメルト接着剤等の
接着剤を用いた接着等が用いられる。本実施形態では、溶着（例えば、加熱溶着）が用い
られている。
【００２８】
　袋部材１１は、図６に示すように、不織布からなる２枚の第１シート１５，１６と、テ
ィッシュペーパーからなる２枚の第２シート１７，１８とによって形成されている。第１
シート１５，１６及び第２シート１７，１８は、略矩形の平面形状を有しており、第２シ
ート１７，１８の方が第１シート１５，１６よりも縦横の寸法がやや小さい。２枚の第１
シート１５，１６は、内側に２枚の第２シート１７，１８を挟み込んだ状態で、第１シー
ト１５，１６の周縁部（例えば、図４及び図６における仮想線２１，２２と第１シート１
５，１６の辺とによって囲まれた略矩形環状の部分）１５ａ，１６ａが、図５に示すよう
に、互いに接合されている。その接合には、溶着（加熱溶着又は超音波溶着）、ホットメ
ルト接着剤等の接着剤を用いた接着等が用いられる。本実施形態では、溶着（例えば、加
熱溶着）が用いられている。これによって、２枚の第１シート１５，１６の間、より正確
には、第１シート１５，１６の間に配置された２枚の第２シート１７，１８の間に、吸収
ポリマー１２を収容する収容空間１９が形成される。
【００２９】
　ここで、袋部材１１の袋構造を形成するために接合する第１シート１５，１６同士の接
合部分は、周縁部１５ａ，１６ａのみとなっており、第１シート１５，１６の内面におけ
る周縁部１５ａ，１６ａ以外の部分は互いに接合されていないとともに、第２シート１７
，１８の互いに対向する内面側の部分も、互いに接合されていない。また、好ましくは、
第１シート１５，１６の周縁部１５ａ，１６ａに設けられる接合部分２３は、図５に示す
ように、第２シート１７，１８の外縁に重複し、第１シート１５，１６の接合部分２３に
よって第２シート１７，１８の外縁が挟み込まれるようにするのがよい。これによって、
第２シート１７，１８の外縁を密閉し、第２シート１７，１８の間から吸収ポリマー１２
が漏れるのを防止できる。
【００３０】
　なお、本実施形態では、図６に示すように２枚の第１シート１５，１６及び２枚の第２
シート１７，１８を用いて袋部材１１を形成したが、この点に関する変形例として図７に
示す構成が挙げられる。この図７に示す構成では、１枚の第１シート１５と１枚の第２シ
ート１７を用いて袋部材１１が形成される。より具体的には、図７に示すように、第２シ
ート１７が内側になるように、第１及び第２シート１５，１７を二つ折り線２６にて二つ
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折りした状態で、外側に位置する第１シート１５の互いに対向する周縁部１５ａを周方向
の全体において溶着等により接合することにより、袋部材１１が形成される。この図７に
示す構成でも、袋部材１１の袋構造を形成するために接合する第１シート１５の接合部分
は、周縁部１５ａのみとなっており、二つ折りされた第１シート１５の内面における周縁
部１５ａ以外の部分は互いに接合されていないとともに、二つ折りされた第２シート１７
の互いに対向する内面側の部分も、互いに接合されていない。
【００３１】
　次に、袋部材１１の折り畳み構造等について説明する。袋部材１１は、図４に示すよう
に折り畳まれる前の状態において略矩形の平面形状を有している。折り畳み線２０ａ～２
０ｃは、袋部材１１の略矩形の辺と略平行に収容空間１９を横断するように少なくとも１
つ設けられている。複数の折り畳み線２０ａ～２０ｃを設ける場合は、折り畳み線２０ａ
～２０ｃが袋部材１１の略矩形の辺と略平行に、かつ互いに間隔をあけて設けられる。こ
の場合、折り畳み線２０ａ～２０ｃは袋部材１１を折り畳み線２０ａ～２０ｃによって略
等分割するように設ける構成の他、折り畳み線２０ａ～２０ｃを袋部材１１の両サイドに
のみ設け、袋部材１１の両サイドのみを折り畳む構成など、種々の構成が採用できる。
【００３２】
　本実施形態では、３つの折り畳み線２０ａ～２０ｃが、その折り畳み線２０ａ～２０ｃ
によって袋部材１１を略４等分割するように略等間隔に設けられている。そして、袋部材
１１は、隣り合う折り畳み線２０ａ～２０ｃ同士で折り畳みの向きが互いに逆向きになる
ように折り畳まれている。例えば、図４に示す構成において、中央の折り畳み線２０ｂに
て袋部材１１が山になるように折り畳まれた場合、その両側の折り畳み線２０ａ，２０ｃ
では袋部材１１が谷になるように折り畳まれる。
【００３３】
　袋部材１１の折り畳み状態を保持するための接合部１３は、図１及び図３に示すように
、折り畳み線２０ａ～２０ｃにて折り畳まれた袋部材１１の折り畳み線方向Ｄの両側の端
部１１ａに設けられている。そして、折り畳み線２０ａ～２０ｃにて折り畳まれた袋部材
１１の互いに対向する部分同士は、折り畳み線方向Ｄの両側の端部１１ａを除いて接合さ
れていない。このため、袋部材１１の折り畳み線方向Ｄの中間部１１ｂ等において、排泄
液の吸収による袋部材１１内の吸収ポリマーの膨潤に伴って、折り畳まれた袋部材１１の
部分の間の間隔が矢印Ｅで示すように広がり、展開できるようになっている。
【００３４】
　折り畳まれた状態にある吸収性物品１は、図１に示すように、折り畳み線方向Ｄに沿っ
て延びた略長尺状の形状を有している。
【００３５】
　次に、図８ないし図１０を参照して本実施形態に係る吸収性物品１の使用例について説
明する。本実施形態に係る吸収性物品１では、袋部材１１の収容空間１９内において吸収
ポリマー１２が自由に移動できるため、吸収性物品１の装着時における形状変化の自由度
も大きい。その結果、吸収性物品１の配置場所等に応じて吸収性物品１の形状を自由に変
化させることができ、吸収性物品１を種々の用途に使用できる。
【００３６】
　例えば、図８に示すように、おむつ３１の吸収容量の補強等のために、吸収性物品１を
おむつ３１の内面側に任意の数だけ配置してもよい。なお、おむつ３１はテープ型又はパ
ンツ型のいずれでも問題ない。吸収性物品１の配置位置としては、例えば、おむつ３１の
内面と着用者の肌面との間における着用者の排泄部（例えば、陰部）から股下部にかけた
いずれかの領域が挙げられる。この場合、おむつ３１の内面側に図９に示すように着用者
の肌面側に向けて立ち上がる立体ギャザー３２が設けられている場合には、吸収性物品１
をおむつ３１の立体ギャザー３２の左右方向内方側における立体ギャザー３２とトップシ
ート３３との間に配置することにより、吸収性物品１の位置ずれ及び脚穴から脱落等を防
止できる。なお、他の例として、おむつ３１の肌面側に吸収性物品１を保持するための保
持構造を設けてもよい。
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【００３７】
　また、身体が拘縮した着用者の場合、身体の萎縮等によりおむつ３１と身体との間に隙
間が生じ、その隙間から尿等が漏れることがある。このような場合、おむつ３１の内側に
尿パット等を装着して隙間ができるのを防止するのが好ましいが、身体の拘縮により尿パ
ット等の装着が困難なことがある。このように身体の拘縮により尿パット等の装着が困難
な場合であっても、着用者におむつ３１を装着させた状態でおむつ３１と身体との間に吸
収性物品１を挿入し、おむつ３１と身体との間の隙間を塞ぐことができる。
【００３８】
　また、図１０に示す使用例では、吸収性物品１が略袋状の男性用尿吸収物品３６の尿吸
収容量の補強のため、尿吸収物品３６内に挿入されている。尿吸収物品３６は、袋状の形
態を有し、その開口部から着用者の陰茎が挿入されるようになっている。このような尿吸
収物品３６は、おむつ３１と併用される場合が多い。
【００３９】
　以上のように、本実施形態によれば、上記の如く、吸収性物品１の袋部材１１の収容空
間１９内に、略粒状又は略粉状の形態を有する吸収ポリマー１２が収容空間１９内におい
て自由に移動可能な状態で入れられている。このため、排泄液の吸収により吸収ポリマー
１２が膨潤する際のスペース的な余裕を十分に確保することができ、その結果、吸収ポリ
マー１２の膨潤を阻害することなく、吸収ポリマー１２の吸収性能を十分に発揮させるこ
とができる。特に、本実施形態では、吸収ポリマー１２が袋部材１１の収容空間１９内に
おいて折り畳み線２０ａ～２０ｃを越えて移動可能となっているため、吸収ポリマー１２
の移動の自由度をさらに拡大できる。
【００４０】
　また、袋部材１１の収容空間１９内において吸収ポリマー１２が自由に移動できるため
、吸収性物品１の装着時における形状変化の自由度も大きい。その結果、吸収性物品１の
配置場所等に応じて吸収性物品１の形状を自由に変化させることができ、上記の如く、吸
収性物品１を種々の用途に使用できる。例えば、おむつの吸収容量の補強等のために、テ
ープ型又はパンツ型のおむつの内側に本実施形態に係る吸収性物品１を任意の数だけ配置
してもよい。
【００４１】
　また、本実施形態に係る吸収性物品１は折り畳まれることによりコンパクトな構成とな
っている。このため、吸収性物品１をおむつの内側に配置する場合等に、当該吸収性物品
１の配置により着用者に圧迫感又は異物感等の違和感を与えることなく、おむつ等の吸収
容量を補強できる。例えば、上記の如く、着用者が身体の拘縮により尿パット等の装着が
困難な場合であっても、着用者におむつを装着させた状態でおむつと身体との間に吸収性
物品１を挿入し、おむつと身体との間の隙間を塞ぐことができる。
【００４２】
　また、吸収性物品１の袋部材１１は、折り畳み線２０ａ～２０ｃにて折り畳まれた状態
で袋部材１１の互いに対向する部分同士が接合部１３によって接合され、予め折り畳まれ
た状態に保持されている、このため、おむつ等への装着時に吸収性物品１を折り畳む等の
手間が必要ないとともに、折り畳んだ状態を保持するために吸収性物品１を他の袋体に収
容する必要もなく、着脱時の取り扱い性が良好である。
【００４３】
　また、袋部材１１の袋構造を形成するために接合する第１シート１５，１６同士の接合
部分は、上記の如く、周縁部１５ａ，１６ａのみとなっており、第１シート１５，１６の
内面における周縁部１５ａ，１６ａ以外の部分は互いに接合されていないとともに、第２
シート１７，１８の互いに対向する内面側の部分も、互いに接合されていない。このため
、袋部材１１の内側のほぼ全体を１つの連続した収容空間１９とすることができ、収容空
間１９内における吸収ポリマー１２の移動の自由度及び膨潤時のスペース的な余裕をさら
に拡大できる。これと共に、袋部材１１の袋構造を形成するための２枚の第１シート１５
，１６の接合箇所を最小限に抑制することにより、第１シート１５，１６の溶着部又は接
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【００４４】
　また、袋部材１１の構成に上述の図７の構成を採用した場合には、二つ折りにされた１
枚の第１シート１５及び１枚の第２シート１７を用いて袋部材１１の袋構造を形成するた
め、袋部材１１を形成するための部材の数を削減でき、製造工程の簡略化が図れる。
【００４５】
　また、吸収性物品１の袋部材１１が折り畳み線２０ａ～２０ｃで折り畳まれた状態にお
けて折り畳み線方向Ｄに沿って延びた略長尺状の形状を有するため、吸収性物品１を、お
むつの内側における着用者の股下部等に沿った領域に、着用者に違和感を与えることなく
、配置することができる。特に、身体が拘縮した着用者に対しては、着用者におむつを装
着させた状態でおむつと着用者の肌面との間の隙間から、吸収性物品１を着用者の股下部
等に容易に挿入できる。
【００４６】
　また、袋部材１１を折り畳み状態に保持するための接合部１３が、上記の如く、袋部材
１１における折り畳み線方向Ｄの両側の端部１１ａにのみ設けられる構成であるため、袋
部材１１の折り畳み線方向Ｄの中間部１１ｂ等において、排泄液の吸収による吸収ポリマ
ー１２の膨潤に伴って、折り畳まれた袋部材１１の部分の間の間隔が広がるようにして展
開できるようになっている。これにより、袋部材１１の折り畳みにより吸収ポリマー１２
の膨潤が妨げられるのを回避できる。
【００４７】
　また、袋部材１１が、上述の如く、隣り合う折り畳み線２０ａ～２０ｃ同士で折り畳み
の向きが互いに逆向きになるように折り畳まれている。このため、排泄液の吸収による吸
収ポリマー１２の膨潤に伴って生じる袋部材１１の折り畳み線方向Ｄの中間部１１ｂ等の
展開を、より大きくかつスムーズに生じさせることができる。
【００４８】
　また、袋部材１１が、上記の如く、袋部材１１の外側に配置された透液性の不織布から
なる第１シート１５，１６と、第１シート１５，１６の内側に重ねて配置されたティッシ
ュペーパーからなる第２シート１７，１８とを備えて構成されている。不織布もティッシ
ュペーパーもミクロに見ればその繊維間に多くの隙間が存在しているのであるが、通常の
場合、不織布よりもティッシュペーパーの方が繊維間の隙間が小さい。一方、強度及び肌
触りについては、通常の場合、ティッシュペーパーよりも不織布の方が良好である。そこ
で、本実施形態では、不織布からなる第１シート１５，１６を袋部材１１の外側の面に配
置することにより、袋部材１１の強度及び肌触りを保持しながら、ティッシュペーパーか
らなる第２シート１７，１８を袋部材１１の内側の面に配置することにより、吸収ポリマ
ー１２が袋部材１１を通り抜けて外部に漏れるのを防止している。
【符号の説明】
【００４９】
　１　吸収性物品、１１　袋部材、１２　吸収ポリマー、１３　接合部、１５，１６　第
１シート、１５ａ，１６ａ　周縁部、１７，１８　第２シート、１９　収容空間、２０ａ
～２０ｃ　折り畳み線、２３　接合部分、２６　二つ折り線、３１　おむつ、３２　立体
ギャザー、３３　トップシート、３６　男性用尿吸収物品。
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